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入   札   公   告 
 
 次のとおり最低価格落札方式による一般競争入札に付します。 
 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、令和８年度本予算が成立し予算示達がなされることを条件とす
るものであるほか、本予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合
があることを条件とする。 
 
 令和８年２月26日 
                             支出負担行為担当官 
                                北陸農政局長 植野 栄治 
 
１ 競争入札に付する事項 
（１）件     名  令和８年度水稲の複数品種導入における水利用影響調査業務 
            （電子入札・電子契約方式対象案件） 
（２）仕     様  特別仕様書のとおり 
（３）履 行 期 限  令和９年３月12日 
（４）納 入 場 所  金沢市広坂２丁目２番60号 北陸農政局農村振興部設計課 
 
２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 
（１）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助

人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 
（２）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 
（３）令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等（調査・研究）」

において、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている、「東海・北陸」地域の競争参加有資
格者であること。 

（４）管理技術者は、技術士（総合技術監理部門（農業－農業土木、農村地域計画、農村環境、農業農村工学
、農村地域・資源計画）、農業部門（農業土木、農村地域計画、農村環境、農業農村工学、農村地域・
資源計画））、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャ（農業土木）のいずれかの資
格を有する者であること。又は、これと同等の能力と経験を有する技術者（大学卒18年（短大・高専卒
23年、高校卒28年）以上相当の能力と経験を有するものをいう。以下同じ）とする。 

（５）公告の日から開札時までの期間に、北陸農政局長から北陸農政局物品の製造契約、物品の購入契約及
び役務等契約指名停止等措置要領（平成26年10月１日付け26陸総第453号）に基づく指名停止を受けて
いる期間中の者でないこと。 

 
３ 契約条項を示す場所（入札説明書を取得する方法） 
（１）問い合わせ先  
   〒９２０－８５６６ 石川県金沢市広坂２－２－６０ 金沢広坂合同庁舎４階 
   北陸農政局農村振興部設計課水利調整係 電話０７６－２６３－２１６１（内線３５５２） 
（２）交付期間 
   令和８年２月26日から令和８年３月13日９時00分から17時00分まで(行政機関の休日を除く) 
（３）交付方法 

ア 電子調達システムによる交付 
    https://www.p-portal.go.jp/ 
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イ 電子メールによる交付 
    次のアドレスに交付依頼のメールを送信するか上記問い合わせ先に連絡すること。 
     settukeika_chouseikakari@maff.go.jp 

ウ 郵送による交付 
上記問い合わせ先に連絡しその指示に従うこと。郵送に相当の日数がかかるため余裕をもって連絡

をすること。なお、返信用封筒（角形２号「240mm×332mm」）に320円切手（定形外封筒250ｇ以内）
を貼付したものの送付を必要とする。 

 
４ 競争執行の場所及び日時（開札日時及び場所） 
（１）場    所  金沢広坂合同庁舎７階 北陸農政局入札室 
（２）日    時  令和８年４月６日  15時00分 
 
５ 入札保証金及び契約保証金   
  免除する。 
 
６ その他 
  本公告に記載なき事項は入札説明書による。 
                                       以上公告する。 
 
お知らせ 
 １ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農

林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合
は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、 

  当省のホームページ（https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf）を御覧く
ださい。 

２ 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和２年７月17日閣議決定）に基づ
き、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 

３ 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。 
   詳しくは調達ポータルホームページ 
  （https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101）をご覧下さい。  


